
　　　　

8 年 3 月 19 日

8 時 30 分から 17 時 15 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

事業所名 社会福祉法人 旭川荘　真庭地域センターさくら 支援プログラム【居宅訪問型児童発達支援】 作成日

法人（事業所）理念 【敬天愛人】ー天を敬い人を愛する人間尊重の方針ー　生命の尊厳を大切にし、すべての人が共生できる人間尊重の社会の実現を目指します。

支援方針 1人1人の発達段階や状況を把握し、それぞれに合った支援や活動の提供をしていきます。

営業時間 送迎実施の有無

支　援　内　容

本
人
支
援

・その日の健康状態や生活リズム、食事の状態を把握し、提案を行います。また、必要に応じて歯科医師による摂食指導に繋げます。
・障害特性や身体状況及び訪問時の状況を考慮しながら、食事やカーシートの姿勢、抱っこの仕方や遊ぶ際の環境設定について提案します。

・体調に配慮しながら専門リハビリスタッフが全身のリラクゼーションや関節可動域訓練を行います。
・安楽な姿勢や活動時の姿勢など、ご本人がやりたいことがしやすい姿勢のサポートや環境設定を提案します。
・遊びの中で、姿勢を保持する力や上肢操作の向上をねらった身体運動を行います。
・感覚面の評価を行い、必要な感覚入力を行うことで、姿勢保持や身体活動の向上に繋げていきます。

・発達状況を把握し、心身の発達段階に合わせた遊びを提供し、遊びのバリエーションを拡げます。
・興味のある玩具を用いて手先を使った動きなどの身体動作を促し、成功体験へと繋げます。

・人との関わりや遊びを通して、基本的な言葉の認識を図り、自発的な発声や感情の表出を促します。
・人との相互関係を通してコミュニケーションを図り、意思決定支援を尊重した関わりと活動の提供を行います。

・身近な人との信頼関係を築き、安心できる環境のものと、社会性や対人関係の芽生えを支援していきます。
・遊びの中で、物を介した簡単なやり取りやまねっこ遊びを通して、社会性の基盤となる力を促します。

主な行事等

家族支援
・家族からの相談や悩みについて助言をします。

移行支援
・保育園、幼稚園や学校への情報共有を行います。
・居宅訪問型から通所への移行がスムーズに行えるようにお試し期間を設
け、ご本人に負担がかからないように配慮します。

地域支援・地域連携
・相談支援や保育所等の関係機関と情報共有を図ります。
・地域の自立支援協議会へ参加します。

職員の質の向上
・内部研修、外部研修へ参加し、職員の質の向上に努めます。
・業務改善を行いないながら専門性を活かせる働きやすい環境づくりに努
めます。


